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１．目的 

 

この要領は、「図書館法第３条第４号の相互貸借（以下、「協力貸出」という。）の規

定に基づき、公立図書館間における図書館資料の協力貸出を円滑に行うための必要な

事項を定めることを目的とする。 

 

 

２．協力貸出資料の範囲 

     

協力貸出資料の範囲は、当館の個人貸出可能な資料を対象とする。 

 但し、以下の資料を除く。 

 

① 禁帯出資料 

② 発行後 6ヶ月以内の図書 

③ 発行後 3ヶ月以内の雑誌 

④ 破損･散逸しやすい資料 

⑤ ＡＶ資料 

⑥ その他図書館長の指定する資料 

 

 

３．貸出冊数 

 

貸出冊数は、借受館１館につき未返却資料を含めて 10冊以内とする。但し、図書

館長が必要と認めた場合は貸出冊数を増加することができる。 

 

 

４．貸出期間 

 

(１) 資料の貸出期間は、資料到着から返却資料が当館へ到着するまで、１ヶ月以内と

する。但し、図書館長が必要と認めた場合は貸出期間を延長することができる。 

     貸出期間とは、資料が借受館へ到着した日から、当館が返却を受けてその資料を

受領する日までをいう。 

 

(２) 当館が業務上必要と認めた場合は、貸出期間中にかかわらず、資料の返却を求め

ることができる。 

 

 



５．資料貸借の手続き 

 

借受館は、資料借受申込書を文書・ファクシミリにより申込むものとする。また、

希望館にはパスワードを交付し、インターネットによる予約申込も可とする。 

 

 

６．貸借資料の送付 

     

資料の送付については当館が指定する郵送方法によるものとする。 

 

 

７．経費の負担 

 

資料の貸出･返却に要する経費は、借受館の負担とする。ただし、図書館長が承認し

た場合は、この限りでない。 

 

 

８．資料の利用 

 

      協力貸出による資料の利用は、当館から利用上の条件が指示されている場合を除き、

借受館の利用規則によって行うものとする。 

 

 

９．借受館の責任 

     

借受館は、資料を受領してから返却するまでの間、一切の責任を負うものとする。 

借受資料を紛失または汚破損をした場合は、池田市図書館利用規則により、その損害

を弁償するものとする。 

 

 

10．その他 

 

(１) 上記規定に定めるもののほか、＜公共図書館間資料相互貸借指針＞（平成１１年

６月２３日全国公共図書館協議会総会決議）等を準用する。 

 

(２) 細部にわたることで調整が必要な際は、借受館と協議し適切な措置を講ずるもの

とする。 

 

(３) 休館日・特別整理期間中は取り扱わない。ただし、借受申込書の郵送・ファック

ス送信は可とする。 

 

(４) 点字資料・音訳資料の協力貸出については別途定める。 


